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この小説の世界はメディア良化法という法律が制定
され、自由に本を出版したり、テレビ放映ができな
い世界です。その法律に違反する本は検閲され燃や
されてしまいます。それでは基本的人権の表現の自
由が守られていない。それに対抗するべく公共図書
館は「図書館の自由に関する宣言」を元に「図書館
法」を制定し本などを検閲から守るために自主防衛
の道を進み始めます。
高校3年生の時に図書隊に助けてもらった主人公、
郁はその人を王子様と慕い、顔も名前もわからない
その人のように本を守りたいと強く思い、図書隊に
入隊し困難な事件・戦いと対峙しながら、仲間とと
もに成長していくお話です。
このままだと現実に起きてもおかしくない世界です。
今のSNSの使い方など、色々と考えさせられます。

今月の一冊図書館戦争

有川浩 作

手洗いうがいをしっかりと！

この時期になると注意しないといけないのはｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞです
ね。
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞはかかると風邪よりしんどく、感染力が強いので
一週間ほど職場に出られなくなってしまいます。なので予
防が大事になってきます。手洗いうがいはもちろん、飛沫
感染を防ぐためマスクをし、栄養と睡眠をきっちりととり
免疫機能を弱らせないようにしましょう。

野山もようやく秋らしくなり、朝晩もすいぶん肌寒く
なってまいりましたが、

皆様お変わりございませんでしょうか。

気温の変化が激しいこの季節、

皆様体調を崩されませんようご自愛くださいませ。

12日（月）
・10月分源泉所得税・住民税の特別徴収額の
納付

15日（木）
・所得税の予定納税額の減額申請
30日（金）
・9月決算法人の確定申告
・3月決算法人の中間（予定）申告
・3月､6月､12月決算法人消費税3ヶ月ごとの
中間申告
・10月分社会保険料納付

11月 税務予定



今回は有名ですが、江﨑グリコ ポッキー＆プリッツの
日です。
ポッキーとプリッツは、スティック状菓子の代表的な存
在。その形が数字の“1”に似ていることから平成11年11月
11日の“1”が6個並ぶおめでたい日にスタートしました。
三代目JSBのシェアハピのCMで一躍話題になりました。
最近では様々な味のポッキーが発売されていますが皆様
は何味がお好きですか？
僕は冬の口どけポッキーです。冬季限定で毎年食べてい
ます。普通のポッキーより少しお高いのですがこの時期
だけと思い贅沢してます！
皆様もご家族、ご友人と好きなポッキー＆プリッツを各
自持ち寄って一緒に過ごしてみてはいかがでしょうか

今日は何の日
11月11日 ポッキー＆プリッツの日

今年も年末調整が近付いてまいりました！

そろそろ皆様のお手元には年末調整に必要な書類が届く
ころだと思います。大切に保管しておいてください。

～提出して頂く書類～

①平成31年分の給与所得者の扶養控除等（異動）申告書
②給与所得者の保険料控除申告書
③給与所得者の配偶者控除等申告書
④（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書
⑤個人で加入されている生命保険料、地震保険料などの
控除証明書
※④⑤については該当する方のみ

今年度 変更点！！

(1) 配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正
配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が

1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこ
ととされました。
配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所

得金額が38万円超123万円以下とされました。

(2) 扶養親族等の数の算定方法の変更

扶養親族等の数の算定に当たり、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合に
は、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。
また、同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加
えて計算することとされました。

前年より配偶者特別控除の適用金額が広くなりました！！

秋になり冬もすぐそこまで迫ってきています。
これからどんどん寒くなると考えるとつらいですが、そ
ればかりではありません！食べ物がおいしい季節です。
特に新鮮な海鮮が出回る季節です。カニやフグ、アンコ
ウ、ブリ数え切れませんね！
それに伴い飲み会も増えてついつい飲みすぎちゃいます
が、暴飲暴食は控えて適度な運動をし、楽しくおいしく
お酒を飲みましょう。お勧めのお店があればぜひ教えて
ください！

二日酔いにはご注意ください。。。

編集後記


